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※令和６年４月１日より制度開始
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遠距離給水工事とは

配水管(本管)から給水管を分岐した地

点から、給水装置工事申込者の宅地内
に設けられる遠距離給水用止水栓まで
の給水管の延長が60mを超える工事
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補助対象者の要件

・給水装置の新設工事であること

・申請者が自ら使用する給水装置、又は自ら経営する意思を
持って所有する不動産に設置する給水装置であること

・申請者が宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者
でないこと
・開発行為若しくはこれらに準ずる行為に伴うものでないこと
・工事完了後遅滞なく水道の使用を開始すること
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補助金の額について

補助金の額は、遠距離給水工事における
給水管の延長から60m減じた距離に1m当
たり3000円を乗じて得た額とし、60万円を
限度とします。(当該距離に1m未満の端数
を生じたときはこれを切り捨てた距離)
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ご清聴ありがとうございました

市指定給水装置工事事業者の
皆様のご協力をお願いします
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